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新型コロナウイルス感染症にかかる感染防止対策を⾏う
介護サービス事業所・施設の皆さまへ

1 対象となる事業所・施設

対象事業所・施設において対象期間内に購⼊した以下の購⼊費用
 令和4年12月28⽇から令和5年1月31⽇までに購⼊した衛⽣用品
 令和4年10月1⽇から令和5年1月31⽇までに購⼊した感染対策に要する備品

※消費税及び地方消費税は対象経費に含みません。ご注意ください。
※補助対象となる衛生用品・備品には条件があります。Q&Aを必ずご確認ください。

2 補助対象経費

10/10（サービス別に補助上限を設定しています。）
 通所系サービス事業所︓３万円〜６万円
 訪問系サービス事業所︓１万５千円〜６万円
 施設系サービス事業所︓３万円〜２１万円

※⼀部サービスは規模別に補助上限を設定しています。詳細は⻑寿社会課HPをご確認
ください。

3 補助率

感染防止対策を継続的に⾏うため、衛生用品等の購⼊に
必要な経費を支援します

 申請方法
【とっとり電子申請サービス】により電⼦申請を⾏ってください。
※【とっとり電⼦申請サービス】の利用方法については県⻑寿社会課HPをご確認くだ

さい。

 申請期限︓令和５年１月３１⽇

4 申請方法・申請受付期間

その他、詳細は県⻑寿社会課HP及び補助⾦交付要綱でご確認のうえ、ご申請ください。
URL︓https://www.pref.tottori.lg.jp/308694.htm



Q1 本補助⾦は、新型コロナウイルス感染症の感染者が発生していない事業
所・施設でも補助対象になりますか。

A1 はい。対象となります。

Q4 費用が確定していない段階における申請（概算による申請）も可能ですか。

A4 不可です。補助対象経費にかかる⽀出が確定してから申請してください。

Q3 対象期間の間に購⼊した衛生用品等の購⼊費用が補助対象となるとのこと
ですが、この期間の間に新規の指定を受けた事業所・施設について、対象期
間開始⽇以降当該指定を受ける前に購⼊した費用も対象となりますか。

A3 対象期間の間に新規の指定を受けた事業所・施設については、当該指定を受けた⽇以降、
令和５年１月31⽇までに購⼊した衛⽣用品等の費用が補助対象となります。

Q5 納品や支払いが令和５年１月31⽇までに完了しなかった場合は、対象とな
りませんか。

A5 納品や⽀払いが令和５年２月以降でも、対象期間の間に発注が完了して購⼊が確定してい
るのであれば（⾒積りのみは不可）、補助対象として差し⽀えありません。その場合は、発
注⽇の確認できる資料を保管してください（提出は不要です。⽀払等完了後の領収書等とあ
わせて、事業所・施設において保管してください。）。

A6 ⽀出した費用の⾦額・品目等を申請書に記載すれば領収書等の証拠書類の提出は不要です。
なお、領収書等の証拠書類は、県から提出を求められた場合は速やかに提出することを前提
として、事業所・施設において、交付決定⽇の属する年度の終了後５年間保管してください。

Q7  申請書類はどこで⼊手できますか。

A7 県⻑寿社会課のホームページからダウンロードしてください。
○⿃取県⻑寿社会課HP︓https://www.pref.tottori.lg.jp/308694.htm

Q&A

⿃取県福祉保健部ささえあい福祉局⻑寿社会課 介護保険・施設担当
電話番号：0857-26-7175 FAX：0857-26-8168

お問合せ先

Q6 申請書類には、購⼊した物品の領収書等、支出した費用のわかる証拠書類
の添付が必要ですか。

A2 「⿃取県新型コロナウイルス感染症予防対策緊急⽀援事業補助⾦Q&A（補助対象品目⼀
覧）」に列挙している品目に限ります。機能要件等もございますので、必ずご確認ください。
※県⻑寿社会課HPにてご確認いただけます。

Q2 補助対象となる衛生用品、感染対策に要する備品とは、具体的にどのよう
なものですか。


